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令和７年度大野城市会計年度任用職員（特別支援教育支援員）募集要項 

１ 採用予定職種及び人数 

職種 募集人数 勤務内容 

特別支援教育 

支援員（B） 

（障がい者対象） 

A・B・C 

タイプ 

合わせて 

２名程度 

小学校の特別支援学級で、児童生徒の日常生活上の介助及び支援 

            ※採用人数は変更になることがあります。 

 

２ 基本的な勤務条件 

任用期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

勤務日 週５日 

勤務時間 

小学校勤務： 

（午前）８時００分から１１時４５分 （１日３.７５時間・週５日勤務） 

（午後）１１時１５分から１４時４５分（１日３.５時間・週５日勤務） 

勤務場所 市内小学校 

給料・報酬 
時給１，１９５円 

※支給日 ：翌月の１５日 

諸手当 
期末手当、勤勉手当、通勤手当 

※条例・規則の定める条件に当てはまる場合に支給されます。 

休日 週休日（原則として土・日曜日）、祝日、年末年始、学校休業日 

休暇 
任用期間に応じて年次有給休暇を付与（１年間に最大２０日） 

※事由によって、特別休暇等が付与される場合もあります。（忌引や夏季休暇など） 

公務災害 
市の非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険のいずれかが適

用されます。 

服務 
一般職の地方公務員として、守秘義務、職務専念義務などの服務上の規定が適

用されます。 

 

 

 

３ 採用試験 

応募受付期間 令和７年２月２６日（水）から採用人数に達するまで随時（毎週金曜日）締切とします。 

実施時期 
募集期間を随時（毎週金曜日）締切とするため、面接官と応募者の日程調整をして

試験日を決定します 

試験会場 大野城市役所（受験票でご確認ください） 
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実施方法 面接試験 （口頭での面接試験になります） 

受験資格 

・本業務に関して経験を有する人又は理解のある人 

・自身で校内及び学校敷地内を移動できること 

・自らも安全な状態を保持した上で、児童生徒の介助及び支援ができること 

・以下の手帳の交付をうけている人 

 ・身体障害者福祉法１５条に定める身体障害者手帳 

 ・都道府県知事または政令指定都市市長が発行する療育手帳 

 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条に定める精神障害者保健

福祉手帳 

※地方公務員法第１６条の規定に基づき、以下に該当する人は受験できません。 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの人 

・大野城市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しな

い人 

・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から

第６３条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた人 

・日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力 で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加

入した人 

 

応募に関して

の留意点 

採用された場合、以下のような業務内容も含まれます。その他、気になることがあ

りましたら、お尋ねください。 

 ・児童の給食の介助 

 ・興奮した児童生徒の制止及び同室の児童生徒の安全確保 

 ・飛び出した児童生徒の追いかけ、捜索 

 ・足元の不安定な児童生徒の移動介助と安全確保 

申込方法 

大野城市会計年度任用職員採用試験申込書（市役所に応募案内と共に備え付

け、またはホームページに掲載）に必要事項を記載の上、取得されているいずれか

の手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の写しを添付し、

申し込み先に郵送、または直接提出してください。 

※いったん受理した書類は、いかなる理由があっても返却しません。 

※申込書は２通あります。 

  申込書①には、必要事項を記載のうえ、写真票に顔写真の貼付、受験票を切り

取り、郵便はがきの裏面に貼り付け、表面に返送用の宛名の記載してください。 

  申込書②（申込用履歴書）には必要事項を記載のうえ、顔写真の貼付をしてくだ

さい。 

提出先 

〒８１６-８５１０ 

大野城市曙町２丁目２番１号 大野城市教育支援課 

※郵送の場合、必ず封筒の表に「会計年度任用職員（特別支援教育支援員）申

込」と朱書きし、封筒の裏には差出人の住所・氏名を記載してください。 

※持参の場合は、市役所５階教育支援課に直接持参してください。 

提出期限 
採用人数に達するまで随時（毎週金曜日締切）受け付けます。 

持参の場合の受付は、平日８時３０分から１７時までです。 
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合格発表 

試験後１週間以内に合格者に電話連絡をするとともに受験者全員に郵送で通知し

ます。 

※合否結果について、電話での問い合わせにはお答えできません。 

試験結果開示 

受験者本人に限り、合格発表後１週間の間、簡易的な方法で試験結果の開示ができま

す。希望する人は、市役所５階の教育支援課まで、受験票を持参して申し出てください。 

※開示結果のコピーが必要な方はコピー代として１０円が必要です。 

 

４ 任用 

合格後 
採用試験の合格者は、令和８年３月３１日までを登録期間とする会計年度任用

職員候補者名簿（候補者名簿）に登録されます。 

採用決定 

採用試験では、採用人数に関わらず、その業務を行うにあたって合格水準にあ

ると認められる人を全て合格者とするため、候補者名簿に登録されても、必ずし

も全員が採用されるとは限りません。 

採用者については、採用試験の成績やこれまでの勤務歴等から、業務への適

性を考慮して決定します。 

条件付採用 

地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、採用後 1カ

月を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。 

次年度の予算措置が講じられない場合、任用されないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 


